
市民参画及び運用の評価の流れ 

 
                 ○ 条例第１２条に定める重要な計画等 
                    ① 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更 
                                        ② 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止 
                                        ③ 市民生活に重要な影響を及ぼす制度の導入又は変更 
                                        ④ 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止 
                                        ⑤ 公共の用に供される重要な施設の建設計画の策定又は変更 
                                        ⑥ 上記①から⑤に掲げるもののほか、特に必要と認められるもの 

○ 市民参画の対象事項からの除外 

 

 

 

 

 

 
 

※ 参画段階や計画や条例等に応じ、適切な手法及び適切な組み合わせを選択し実施 
 

① 意向調査の実施                      ④ ワークショップの実施 
                         ② パブリックコメントの実施      ⑤ 審議会その他の付属機関における委員の公募 
                         ③ 意見交換会の開催          ⑥ パブリック・インボルブメント・・・など 
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